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御船町役場　☎282－1111役場ニュース

ご
み
収
集
、
し
尿
汲
み
取
り
の

年
末
年
始
の
日
程
に
ご
協
力
を

差
押
え
や
公
売
会
開
催
を

8
割
以
上
が
必
要
と
回
答

問　

保
健
衛
生
課
環
境
衛
生
係
（
内
線
1
6
3
）

　

年
末
年
始
の
ご
み
収
集
と
、
し
尿
汲
み

取
り
の
日
程
が
決
ま
り
ま
し
た
の
で
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

　

毎
月
の
カ
レ
ン
ダ
ー
と
は
日
程
が
変
更

と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
お
間
違
え
の
な

い
よ
う
に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

御
船
町
単
独
で
3
回
目
と
な
る
公
売
会

を
11
月
15
日
、
旧
御
船
幼
稚
園
舎
で
開
催

し
ま
し
た
。
滞
納
者
宅
か
ら
差
し
押
さ
え

た
生
活
雑
貨
や
電
化
製
品
、
絵
画
な
ど

1
1
0
品
を
出
品
。
落
札
率
は
、
こ
れ
ま

で
最
高
の
99
・
09
㌫
と
大
盛
況
で
し
た
。

　

今
回
、来
場
者
へ
の「
公
売
会
ア
ン
ケ
ー

ト
調
査
」
を
初
め
て
実
施
し
た
結
果
、
差

し
押
さ
え
や
公
売
会
の
開
催
を
必
要
と
す

る
高
い
回
答
と
な
り
ま
し
た
。

御
船
町
が
2
年
連
続
受
賞

問　

総
務
課
秘
書
係
（
内
線
2
0
3
）

受賞受 賞衛生衛 生

問　

税
務
課
徴
収
係
（
内
線
1
3
7
）

　

第
４
回
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
大
賞
の
授
賞
式

が
11
月
6
日
、六
本
木
ヒ
ル
ズ
（
東
京
都
）

で
開
催
さ
れ
、
御
船
町
が
審
査
員
会
特
別

賞
に
選
ば
れ
ま
し
た
。

　

同
大
賞
は
、
ロ
ー
カ
ル
・
マ
ニ
フ
ェ
ス

ト
推
進
地
方
議
会
連
盟
な
ど
が
主
催
。
全
国

か
ら
、1
0
0
3
個
人
・
団
体
が
1
5
3
9

件
を
応
募
。
首
長
や
議
会
、
市
民
団
体
な

ど
7
部
門
が
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

　

審
査
講
評
で
は
、「
町
民
不
在
の
町
政

を
改
め
る
た
め
議
会
を
巻
き
込
む
必
要
を

先
見
し
決
断
し
て
の
取
り
組
み
は
光
彩
を

放
つ
。
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
実
行
隊
、
町
民
へ

の
情
報
公
表
・
共
有
、
町
民
・
職
員
の
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
、
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
ま
ち
づ
く

り
大
会
な
ど
、
地
に
足
の
つ
い
た
鋭
い
戦

略
の
実
行
は
、住
民
と
町
議
会
を
変
え
た
」

と
高
く
評
価
さ
れ
ま
し
た
。

税金税 金

審査員会特別賞が授与さ
れた北海道栗山町議会
と、御船町を講評される
北川正恭審査委員長（上）

昨年の入賞に続き、審査
員特別賞と、記念のトロ
フィーが御船町へ授与さ
れた（左）

年
末
年
始
は
お
休
み
し
ま
す

問　

町
民
保
険
課
町
民
案
内
係
（
内
線
1
1
3
）

窓口窓 口
　

12
月
29
日
㊋
か
ら
1
月
3
日
㊐
ま
で
、

役
場
（
保
健
セ
ン
タ
ー
含
む
）
を
年
末
年

始
休
暇
で
閉
庁
し
ま
す
。

　

こ
の
期
間
は
、
日
直
の
職
員
と
宿
直
の

警
備
員
が
一
部
の
受
け
付
け
事
務
を
対
応

し
ま
す
。
こ
の
ほ
か
の
業
務
は
、
担
当
の

職
員
で
な
い
と
対
応
が
で
き
な
い
場
合
が

あ
り
ま
す
の
で
、
事
前
に
役
場
へ
電
話
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
お
越
し
の
際
は
、
役
場
西
側
の

出
入
口
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
受
け
付
け
で
き
る
事
務

　

出
生
届
、
婚
姻
届
、
死
亡
届　

な
ど

日　程 ごみ収集 し尿汲み取り

※12月28日㊊～ 30日㊌の収集は、燃えるごみのみを収集します。
※クリーンセンターへ、ごみの直接持ち込みは有料です（10㌔あたり100円）。
　詳しくは、御船町甲佐町衛生施設組合（☎282-0688）まで。
※年末のし尿汲み取りは、12月18日㊎までに予約が必要です。
　詳しくは、御船地区衛生施設組合（☎282-2970）まで。

アンケート調査の結果（対象54人）

滞納者への差し押さえをどう思いますか？

未記入
2人（4%）

どちらでもない
7人（13%）

厳しい
0人（0%）

必要
 45人（83%）

必要
 45人（83%）

必要
 45人（83%）

・納税（税金）は国民の義務だから。
・滞納は許すべきではない。
・大変でも支払っている人はいるのだから。
・納税者の平等を保つため。
・徴収率向上のため、続けた方が良い。

来 場 者 数

出  品  数

落  札  数

買 受 代 金

　76 人

110 品

109 品

110,740 円

公売会の開催を必要と思う人の意見 第3回　御船町公売会の実績

※買受代金はすべて滞納者の税金に
　充てられます。

12月29日（火）～1月3日（日）まで

役場はお休みします

12月29日（火）～1月3日（日）まで

役場はお休みします

12月29日（火）～1月3日（日）まで

役場はお休みします

日本年金機構が来年の
１月１日からスタート
　12月31日をもって社会保険庁
が廃止され、１月１日からサー
ビスの向上や組織、人員を一新
して「日本年金機構」に生まれ変
わります。
◎ここが変わります！
❶現在あるお近くの社会保険事
務所は、新たに「年金事務所」と
名前が変わりますが、年金相談
などの窓口として引き続きご利
用できます。また、建物はその
まま使用しますので住所は変わ
りません ❷これまでは、社会保
険庁や社会保険事務所の名義で
ご案内していた各関係書類は、
今後、厚生労働省や日本年金機
構の名義でご案内します ❸国民
みなさまの手続きは一切ありま
せんのでご安心ください。

12月21日㊊・22日㊋
12月23日㊌
12月24日㊍・25日㊎
12月26日㊏・27日㊐

12月28日㊊

12月29日㊋

12月30日㊌

12月31日㊍～
1月 3日㊐

1月 4日㊊

通常どおり
休　み
通常どおり
休　み

通常どおり（可燃物のみ）
※クリーンセンターへ
ごみ直接持ち込み可
（9：00 ～ 16：00）

通常どおり（可燃物のみ）
※クリーンセンターへ
ごみ直接持ち込み可
（9：00 ～ 12：00）

休　み

通常どおり

通常どおり
休　み
通常どおり
通常どおり

通常どおり

休　み

休　み

休　み

通常どおり


